
第１０回　幹事会　議事録

１．日　時　２０２４年１月１７日（水）午前１２時００分～午後１時００分
１．場　所　Zoomミーティング
１．出席幹事　
幹事の数　８５名（定足数　２９名）
出席幹事の数　２７名
委任状の数　２６名
　　　合計　５３名（重複あり）

　上記のとおり定足数に足る幹事の出席があったので，本幹事会は適法に成立し，幹事長岩本朗は本幹事会の議長として副幹事長枝川直美を指名した。議長は，開会を宣し，直ちに議案の審議に入った。
【議事の内容】
１　　第四次大阪弁護士会男女共同参画推進基本計画策定に関する説明（勝井副会長、溝内委員、田中委員）
第三次基本計画では６つの分野に分かれて目標を立てた。そのうち「１　会務及び会の政策・方針決定過程への女性会員の参加の推進」において、第四次計画では、以下の目標を掲げた。
（１）会長および副会長（以下「理事者」という。）に占める女性会員の割合を、本会会員に占める女性会員の割合と同程度以上とし、その状態を継続する。その上で、更なる目標として、理事者に占める女性会員の割合が３０パーセント以上となることを目指す。
（２）理事者のうち一定数は必ず女性とする制度（以下「クオータ制」という。）の導入の具体的な検討を開始する。
[bookmark: _Hlk145083791]（３）総会議長及び副議長のいずれか１名、常議員会議長及び副議長のいずれか１名、並びに監事２名のうち１名は、女性となるように努める。
（４）常議員に占める女性会員の割合を３０パーセント以上とし、その状態を継続する。

溝内委員：この１５年で制度はずいぶん整ってきたと考える。しかし、周知・利用がまだまだ足りないと感じるので、力を入れていきたい。
　　　幹事長：正副会長のうち女性３名を目指すということですよね？春秋会は、これまで女性理事者を多く出してきている。
由良副幹事長：常議員の女性割合は何％なのか。
溝内委員：常議員の女性は３０％を超えており、今後も維持していきたい。
溝上副幹事長：実現を目指すべく取り組んでいく一方で、数字を先に打ち上げる必要があるので、バランスが難しいのだろうと思った。育児や介護でまだまだ手を取られる年代で、なかなか会務への関りが難しい世代でもある。
溝内委員：育児や介護の問題は、女性だけでなく、男性にも関わる問題である。環境整備が必要と考える。
勝井副会長：現状の大阪弁護士会の総数の女性割合は１９・数パーセント。若い世代の女性割合は増えていて、７６期では３０％を超えた。

２　大弁会務報告（副会長：高江俊名）
（1） 行事等（実施済み）
　　12/17　CSOフォーラム２０２３においてNPO法人CoCoTELIに大阪弁護士会賞を授賞
　　12/20　川口会員に対し、綱紀委員会へ調査請求した旨の公表
（国際ロマンス詐欺及び国際投資詐欺の関する事件の受任における非違行為）
上記の件に関する無料電話法律相談を行った。着手金が一部返還された人もいる。
　　12/23　「ジュリアン」映画上映会
（２）意見書・会長声明等
1/9　能登半島地震についての会長談話
（３）今後の行事等の予定
  　2/10　人権フェスタ
　　　　　プリズン・サークル上映会
（４）その他
能登半島地震に対する支援活動に協力いただける方の募集
A会員：大阪弁護士会賞の選考方法は？
高江副会長：今回は、正副会長で選んだ。今後の課題かと思う。

由良副幹事長：川口会員は９億円集めたというような報道もあった。食い物にされている面がある。川口会員だけで対応できるものでもない。会としてのフォローは必要でないのか。
高江副会長：着手金が半分以上返ってきた人もいる。それも背後にいる業者の判断なのではないかと感じている。全員に対して返還はできないのではないかと思う。川口会員に対して会としてサポートとは今のところない。検討が必要。
　　　幹事長：過去の事例で、同期が代理人となり、会と協力して対応にあたったということがあるが、会として懲戒請求している事案なので、会としてサポートというのは難しいのかもしれない。

３　【決議】３月総会招集の議題
日時場所：３月２６（火）日１８時～＠大阪弁護士会１２０３会議室＋Ｚｏｏｍ
（１）次年度幹事（副幹事長、全期幹事、各期幹事）の選任決議
　　　（２）次年度選考委員の選任決議
　　　（３）法曹在職４０年会員顕彰
　　　→賛成多数により、議案は可決された。

４　【重要】次年度各期幹事推薦届出のお願い
　　　→期限は１月１７日。届出がされてない期がほとんどなので、ご協力をお願いする。

５　　会費減額検討PTの答申に対する意見交換
B会員：春秋会費を事務所が負担しているか、個人が負担しているかは検討されたのか。入会を考えている人にとって、会費がどの程度の考慮要素になるか
溝上副幹事長：メンバー内で各事務所ではどのような扱いをしているのかという話は検討した。傾向をまとめるほどの母数はない。
幹事長：五月会は、近年新入会員が増えており、会費の安さは一因になっている。
溝上副幹事長：どの会派にはいろうかなと、会費を表で比べた時に差がでる。
由良副幹事長：３月総会で決めるのは時期尚早と思う。
C会員：今年度は急ぎすぎかと思う
幹事長：今年度は議論を深めて、次年度も引き続き検討をお願いする。

６　　新入会員のお知らせ
　　　資料のとおり、７６期９名が入会した。

７　　会費免除承認のご報告
足立副幹事長：２名の会員から申し出があり、それぞれ承認したことを報告する

８　　各委員会等からの活動報告／政策，広報，研修，親睦，若手会
（１）政策委員会（委員長：松井淑子）
　　　１月２３日（火）「AIと憲法―海外はAI規制にどのように対応しているかー」
　　　申込者約１００名。企業内弁護士等からも申し込みが多くある。
（２）広報委員会（委員長：松尾洋輔）
ニュースレター１月号発行
会報の春号の準備。締め切り厳守でお願いします。
（３）研修委員会（委員長：今井力）
①２月１０日の人権フェスタでプリズン・サークルの上映企画。坂上監督と金沢牧師の対談もある。ぜひご参加、お声掛けをお願いします。
②２月２６日ヒヤリハット研修の準備をすすめている。
（４）親睦委員会（委員長：西田敦）
ラーメン企画、副会長就任祝い＆新人歓迎会、新人歓迎旅行
劇団四季観劇を企画している。
（５）若手会（世話役代表：安原邦博）
　①３月１日　６６期追い出しコンパ＆新人歓迎会。
　　　　以　　上

